
（※１）流産・死産等の場合も支給の対象になります。

（※２）揖斐川町においては、現金で支給いたします。

（※３）②は揖斐川町においては、出産後の赤ちゃん訪問時に届出書を記入・提出いただくこととしておりますが、

        それ以前に届出をされたい場合は、揖斐川保健センターまでご相談ください。流産等の場合は流産等をした

        ことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。

【お問い合わせ】　揖斐川保健センター　電話２３－１５１１

(※３)


